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上
越
市
総
合
防
災
訓
練
を

実
施
し
ま
す

　
上
中
越
沖
を
震
源
と
す
る
地
震
、

津
波
な
ど
を
想
定
し
た
総
合
防
災

訓
練
を
直
江
津
区
で
実
施
し
ま
す
。

大
津
波
警
報
の
発
表
後
、
沿
岸
部

の
住
民
が
近
く
の
高
台
や
津
波
避

難
ビ
ル
な
ど
に
徒
歩
や
車
で
避
難

す
る
訓
練
を
行
う
ほ
か
、
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
に
よ
る
救
助
訓
練
、
起
震

車
に
よ
る
地
震
体
験
、
消
防
車
両

や
防
災
用
品
の
展
示
な
ど
を
行
い

ま
す
。（
見
学
・
体
験
可
）

　
当
日
は
、
午
前
８
時
に
防
災
行

政
無
線
や
防
災
ラ
ジ
オ
か
ら
緊
急

地
震
速
報
が
流
れ
る
ほ
か
、
そ
の

後
、
大
津
波
警
報
や
津
波
か
ら
の

避
難
を
呼
び
掛
け
る
放
送
を
行
い

ま
す
が
、
い
ず
れ
も
訓
練
で
す
の

で
、
実
際
の
災
害
と
間
違
え
な
い

よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

時
10
月
12
日
㊏
午
前
８
時
～
10
時

30
分　
所
直
江
津
区
（
主
会
場
＝

直
江
津
屋
台
会

館
）　
他
駐
車

場
＝
上
越
市
立

水
族
博
物
館
う

み
が
た
り
第
３

駐
車
場　
問
危

機
管
理
課
（
☎

０
２
５
・
５
２

０・５
６
６
５
）

戦
没
者
遺
骨
の
身
元
特
定

の
た
め
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定

　
戦
没
者
の
ご
遺
族
に
対
し
、
Ｄ

Ｎ
Ａ
鑑
定
の
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
希
望
者
に
は
申
請
書
な

ど
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
硫
黄
島
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
、
沖
縄
、
樺
太
、
旧
ソ
連
、

モ
ン
ゴ
ル
、
タ
イ
、
中
部
太
平
洋

地
域
、
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ノ

モ
ン
ハ
ン
、
ビ
ス
マ
ー
ク
・
ソ
ロ

モ
ン
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
お
よ
び

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
収
容
さ
れ
た
戦
没

者
遺
骨
に
つ
い
て
、
ご
遺
族
だ
と

思
わ
れ
る
人　
申
問
厚
生
労
働
省

社
会
・
援
護
局
事
業
課
戦
没
者
遺

骨
鑑
定
推
進
室
（
☎
０
３
・
５
２

５
３・１
１
１
１
、内
線
３
５
０
６
）

生
活
支
援
給
付
金
の 

手
続
き
は
お
早
め
に

　
対
象
と
見
込
ま
れ
る
世
帯
に
は
、

８
月
１
日
に
「
確
認
書
」
を
送
付

済
み
で
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
１
月
２
日
以
降
に
転
入

し
た
人
を
含
む
世
帯
な
ど
、
市
で

課
税
状
況
を
判
定
で
き
な
か
っ
た

世
帯
は
申
請
が
必
要
で
す
。

対
令
和
６
年
度
に
新
た
に
住
民
税

非
課
税
ま
た
は
均
等
割
の
み
課

税
と
な
る
世
帯　
※
対
象
外
と
な

る
世
帯
＝
○
令
和
５
年
度
に
同
様

の
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
た

世
帯　
○
世
帯
全
員
が
、
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
か
ら
税
法

上
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
世
帯　

�

他
支
給
額
＝
１
世
帯
当
た
り
10
万

円
※
18
歳
以
下
の
児
童
を
扶
養
し

て
い
る
場
合
、
対
象
児
童
１
人
当

た
り
５
万
円
を
加
算　
申
問
10
月

31
日
㊍
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
郵

送
で
生
活
援
護

課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
６

９
７
）

要
援
護
世
帯
の 

除
雪
費
を
助
成

　
屋
根
、
玄
関
前
、
下
ろ
し
た
屋

根
雪
、
車
庫
、
納
屋
な
ど
を
自
力

で
除
雪
す
る
こ
と
が
難
し
い
世
帯

で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

は
、
業
者
な
ど
に
除
雪
を
依
頼
す

る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
お
住
ま
い
の
地
域
の
民
生
委
員・

児
童
委
員
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
生
活
援
護
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
９
７
）
ま
た
は
各
総

合
事
務
所

要
援
護
世
帯
除
雪
協
力 

事
業
所
の
募
集

　
市
で
は
、
除
雪
作
業
に
協
力
い

た
だ
け
る
事
業

所
の
名
簿
を
作

成
し
、
該
当
世

帯
に
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。

現
在
、
新
た
に
協
力
い
た
だ
け
る

事
業
所
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

申
問
生
活
援
護
課
（
☎
０
２
５
・

５
２
０
・
５
６
９
７
）
ま
た
は
各

総
合
事
務
所

児
童
扶
養
手
当
の
制
度
が

改
正
さ
れ
ま
す

　
児
童
扶
養
手
当
法
な
ど
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
本
年
11
月
分
（
令

和
７
年
１
月
支
給
分
）
か
ら
、
受

給
者
本
人
の
所
得
制
限
限
度
額（
以

下
「
限
度
額
」）
が
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
限
度
額
を
超
え
て

い
る
た
め
児
童
扶
養
手
当
の
認
定

を
受
け
て
い
な
か
っ
た
人
の
う
ち
、

制
度
改
正
に
よ
り
限
度
額
を
下
回

る
人
は
支
給
対
象
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
制
度
改
正
後
の

限
度
額
や
受
給
手
続
き
に
つ
い
て
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
か

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

す
で
に
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を

受
け
て
い
る
人
は
手
続
き
不
要
で

す
。

対
令
和
７
年
３
月
31
日
時
点
で
18

歳
以
下
（
障
害
が
あ
る
場
合
は
20

歳
未
満
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
も
し
く
は

母
、
ま
た
は
児
童
を
養
育
す
る
人

で
、
児
童
扶
養

手
当
の
認
定
を

受
け
て
い
な
い

人　
申
問
こ
ど

も
家
庭
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
２

５
・
５
２
０
・

５
７
２
６
）
ま

た
は
各
総
合
事

務
所私

立
高
等
学
校
学
費
助
成
金

　
全
日
制
・
定
時
制
・
通
信
制
を

問
わ
ず
、
私
立
高
等
学
校
在
学
中

の
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
、
学
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
（
所
得
制

限
あ
り
）。

時
支
給
時
期
＝
令
和
７
年
２
月
末　

申
申
請
書
に
記
入
の
上
、
12
月
２

日
㊊
ま
で
に
①
市
内
の
学
校
に
在

学
中
の
場
合
は
学
校
に
、
②
市
外

の
学
校
に
在
学
中
の
場
合
は
学
生

証
な
ど
在
学
し
て
い
る
こ
と
を
証

明
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
総
務

課
に
提
出
。
申
請
書
は
学
校
か
ら

配
布
さ
れ
る
ほ
か
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す　
問
教
育

総
務
課
（
☎
０

２
５・５
４
５・

９
２
６
１
）

詳しくは

詳しくは

詳しくは詳しくは


